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○ 療養費用算定基準細目(昭和 63 年 9 月 1 日消基発第 305 号)新旧対照表 

(下線部分は改正部分)

改 正 後 改 正 前 

Ⅲ 柔道整復師の施術に要する費用の算定基準 

１ 初検料 2,575 円 

７ 運動療法料 １回につき 380 円 

(2) 部位、回数に関係なく１日分の金額とし、20 分程度運動療法を行

うこと。 

８ 電気光線療法料 １回につき 553 円 

13 施術情報提供料 1,000 円 

骨折、不全骨折又は脱臼に係る応急施術を行った後に、医療機関に対

して施術の状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定でき

る。 

Ⅳ はり・きゅう及びマッサージの施術に要する費用の算定基準 

３ 施術料金 

(1) 初検料  

① １術の場合  3,150円 

② ２術（はり・きゅう併用）の場合  3,350 円 

注１ 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行

った場合は、所定金額に 650 円を加算する。 

ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に

Ⅲ 柔道整復師の施術に要する費用の算定基準 

１ 初検料 2,545 円 

７ 運動療法料 １回につき 380 円 

(2) 部位、回数に関係なく１日 380 円とし、20 分程度運動療法を行う

こと。 

８ 電気光線療法料 1 回につき 550 円 

13 施術情報提供料 1,000 円 

骨折、不全骨折又は脱臼に係る応急施術を行った後に、医療機関に対

して施術の状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に限り算定

できる。 

Ⅳ はり・きゅう及びマッサージの施術に要する費用の算定基準 

３ 施術料金 

(1) 初検料 2,980 円 

 

 

   当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行

った場合は、所定金額に 650 円を加算する。 

ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に
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1,870 円を加算する。 

注２ マッサージのみの場合は算定できない。 

(2) 往療料 2,760 円 

 

 

① （略） 

② （略） 

③ 片道 16km を超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理

由がある場合以外は認められないこと。 

(3) 施術料 

① はり・きゅう 

ａ １術の場合 １日１回限り 3,000 円 

ｂ ２術（はり・きゅう併用）の場合 １日１回限り 4,230 円 

注１ 傷病部位が２以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った

場合には、所定金額の 100 分の 20 に相当する金額を加算する。 

注２ 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として

１回につき 300 円を加算する。 

なお、片道 16km を超える場合の特別地域加算は、往療を必要

とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

※ 「特別地域」は、労災に準じるものとする（以下同じ。）。 

② マッサージ 

ａ マッサージを行った場合 １日１回限り 3,000円 

1,870 円を加算する。 

 

(2) 往療料 2,760 円 

① 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、3,060 円を加

算する。 

② （略） 

③ （略） 

 

 

(3) 施術料 

① はり・きゅう 

ａ １術の場合 １日１回限り 2,940 円 

ｂ ２術（はり・きゅう併用）の場合 １日１回限り 4,070 円 

ｃ 傷病部位が２以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った

場合には、所定金額の 100 分の 20 に相当する金額を加算する。 

 

 

 

 

 

② マッサージ 

ａ マッサージを行った場合 １日１回限り 2,940円 
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注１ 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ（結

合繊マッサージ、内臓マッサージ（胃、腸、肝、心等））を行っ

た場合には所定金額の 100 分の 20 に相当する金額を加算する。 

注２ 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として

１回につき 300 円を加算する。 

なお、片道 16km を超える場合の特別地域加算は、往療を必要

とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

ｂ 温罨法を併施した場合 １回につき 205 円加算 

ｃ 変形徒手矯正術を行った場合 １肢につき 470 円加算 

③ はり又はきゅうとマッサージの併用の場合 １日１回限り 

4,230 円 

注１ 傷病部位が２以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った

場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサー

ジ（結合織マッサージ、内臓マッサージ（胃、腸、肝、心等））

を行った場合には所定金額の 100 分の 20 に相当する金額を加算

する。 

注２ 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として

１回につき 300 円を加算する。 

なお、片道 16km を超える場合の特別地域加算は、往療を必要

とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

(4) 訪問施術料 

 訪問施術料１ １回につき １ 傷病部位が２以上にわ

   特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ（結

合繊マッサージ、内臓マッサージ（胃、腸、肝、心等））を行っ

た場合には所定金額の 100 分の 20 に相当する金額を加算する。 

 

 

 

 

ｂ 温罨法を併施した場合 １回につき 150 円加算 

ｃ 変形徒手矯正術を行った場合 １肢につき 450 円 

③ はり又はきゅうとマッサージの併用の場合 １日１回限り 

4,070 円 

   傷病部位が２以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った

場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサー

ジ（結合織マッサージ、内臓マッサージ（胃、腸、肝、心等））

を行った場合には所定金額の 100 分の 20 に相当する金額を加算

する。 

 

 

 

 

（新設） 
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１術の場合 

２術の場合 

5,760 円 

6,990 円 

たり、かつ、当該部位に

施術を行った場合には、

所定金額の 100分の 20に

相当する金額を加算す

る。 

２ 特別地域の患家で施術

を行った場合は、特別地

域加算として１回につき

300 円を加算する。 

なお、片道 16 ㎞を超

える場合の特別地域加算

は、往療を必要とする絶

対的な理由がある場合以

外は認められないこと。 

は
り
・
き
ゅ
う 

訪問施術料２ 

１術の場合 

２術の場合 

１回につき 

4,380 円 

5,610 円 

訪問施術料３ 

(３～９人の場合) 

１術の場合 

２術の場合 

 

１回につき 

3,550 円 

4,780 円 

訪問施術料３ 

(10 人以上の場合) 

１術の場合 

２術の場合 

 

１回につき 

3,180 円 

4,410 円 

マ
ッ
サ
ー
ジ 

訪問施術料１ 
１回につき 

5,760 円 

１ 特定の組織又は臓器を

施術の対象とする特殊マ

ッサージ（結合繊マッサ

ージ、内臓マッサージ

（胃、腸、肝、心等））

を行った場合には所定金

額の 100分の 20に相当す

る金額を加算する。 

２ 特別地域の患家で施術

を行った場合は、特別地

域加算として１回につき

300 円を加算する。 

なお、片道 16km を超

える場合の特別地域加算

訪問施術料２ 
１回につき 

4,380 円 

訪問施術料３ 

(３～９人の場合) 

１回につき 

3,550 円 

訪問施術料３ 

(10 人以上の場合) 

１回につき 

3,180 円 
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は、往療を必要とする絶

対的な理由がある場合以

外は認められないこと。 

温罨法を併施した場

合 

１回につき 

205 円加算 

変形徒手矯正術との併施

は認められない。 

変形徒手矯正術を行

った場合 

１肢につき 

470 円加算 

マッサージの加算とする

取扱いとして同一部位にマ

ッサージ及び変形徒手矯正

術（※）を行った場合に限

り、両方の料金を算定する

こと。 

※ ６大関節（肩、肘、手

首、股関節、膝、足首）

を対象とし、１肢（右上

肢、左上肢、右下肢、左

下肢）毎に算定する。 

はり又はきゅうと 

マッサージの併用 

 

訪問施術料１ 

訪問施術料２ 

訪問施術料３ 

(３～９人の場合) 

訪問施術料３ 

(10 人以上の場合) 

 

 

 

6,990 円 

5,610 円 

4,780 円 

 

4,410 円 

１ 傷病部位が２以上にわ

たり、かつ、当該部位に

施術を行った場合及び特

定の組織又は臓器を施術

の対象とする特殊マッサ

ージ（結合織マッサー

ジ 、 内 臓 マ ッ サ ー ジ

（胃、腸、肝、心等））

を行った場合には所定金

額の 100分の 20に相当す

る金額を加算する。 

２ 特別地域の患家で施術

を行った場合は、特別地

域加算として１回につき

300 円を加算する。 

なお、片道 16km を超

える場合の特別地域加算

は、往療を必要とする絶
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対的な理由がある場合以

外は認められないこと。 

 

※ 「訪問施術料」とは、同一日に同一の建築物（建築基準法（昭

和 25 年法律第 201 号）第２条第１号に規定する建築物をいい、介

護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第 27 項に規定する介護

老人福祉施設等の施設を含む。）で施術を行った患者数が 1 人の場

合は訪問施術料１、２人の場合は訪問背実亮２、３人以上の場合

はその人数に応じた訪問施術料３の各区分により、算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 電気・光線器具による療法 １日１回限り 553 円加算 

４ 担当方針 （略） 

４ 電気・光線器具による療法 １日１回限り 550 円加算 

５ 担当方針 （略） 

 


